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企業利益 と課税所得 との差異 に関す る一考察

OnDifferencesbetweenCorporateIncomeandTaxableIncome

佐 藤 .渉

1.は じめ に

わが国において,企 業利益 と課税所得 との差異に関して論 じた公式見解 とし

ては,昭 和27年6月 と昭和41年10月 に 「企業会計基準審議会」によって公表 さ

れた 「税法 と企業会計原則 との調整に関する意見書」がある。前者は,同 意見

書の前文 によると,企 業会計原則の理論を一貫 した立場か ら税法 と企業会計原

則 との不一致についての調整問題 を述べたものであ り,後 者は,こ れを受け当

該差異についての実際的な差異の調整方法の研究を展開 したものであった。そ

の間およびその後において各識者によって企業利益と課税所得 との差異に関す

る研究が進められ,そ の差異の調整にも言及されてきたが,.ま すます複雑化す

る税法の改正によってその差異の調整が未解決のまま今 日に至 っている。

その理由については,以 下の節に譲 られるが,企 業利益 と課税所得 との差異

の調整に関 して,わ が国においては,む しろ所与の ものとして会計実務が行わ

れてきたのが一因であろう。 これは,後 述する確定決算主義の弊害 と言えよう

が,貸 倒引当金を例にとれば,損 金算入割合が法定 されているものは,現 実に

予測 される貸倒率 とは関係な く,損 金算入の算定基礎 として法定繰入率 を使用
1)

して繰 入 限度額 一杯 に繰 入れ す る こ とが行 われ る。 また,こ の 引 当金 の他 に も

減価償 却 の費用 配 分,'貸 倒損 失 の認定等 な どにつ いて,実 務 的 に は,そ の費用

の認 識時 点 が非 常 に難 し く,そ の判 定 が 会計担 当者 の判 断 に委 ね られ るケ ース

が 多い。 したが って,経 営 者 か らす る と,キ ャシ ュ ・アウ トフ ローの観点 か ら
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税金を社外流出するコス トとして考え行動する場合が多いのである。すなわち,

その事実よりも税法の画一基準が会計判断を行使する際に使用 されるといった

ことはある意味では,い たしかたない。 しかしながら,逆 に何 らかの具体的な

指針が会計の諸原則側に求められて しかるべ きである。 このような企業の現実

的な行動は,経 営実態を適切に表示 しないことになりかねない。 したが って,

当該差異に関しては,今 一度検討する必要があるのではないか と思 う。

本稿は,以 上の出発点をふ まえ,わ が国の確定決算制度の問題点を米国の独

立課税所得計算との比較によって検討 しなが ら,さ らに税務会計の よってたつ

基盤を考察 して,最 後に企業利益と課税所得 との差異 とその調整に係 る疑問点

についても考察を加えることとする。

皿.確 定 決算基 準 と独 立課 税 所 得 計 算

課税所得計算の構造について,わ が国においては,益 金から損金 を控除 して

課税所得 を算定す る。この方式は,米 国の連邦法人所得税においても基本的に

は同様である。すなわちこの点については,日 米間に相違が見られない。 しか

しながら,一 般に公正妥当と認められる会計原則 と法人税法 との間の関係が異

なって くるのである。

わが国では,企 業会計原則等と法人税法に基づ く課税所得計算との関係は,

次のように考えられるであろう。戦後の企業会計原則の設定時において 「企業

会計原則は,将 来において,商 法,税 法……等の企業会計に関係ある諸法令が

制定改廃 される場合において尊重されなければならない ものである。」 と唱わ

れていた。この ような考え方 を踏襲 し,企 業会計基準審議会の二度にわたる

「税法と企業会計原則 との調整に関する意見書」においても,税 法における課

税所得計算が企業利益に基礎 を置 く以上,税 法が企業会計に歩み寄るべ きであ

るとの考え方が大勢を占めていた。
2)

そこで法人税の立場が,昭 和42年 の税制改正 によって明らかにされた。

すなわち,法 人税第22条 第4項 によると,法 人税の課税標準 となる各事業年

度の所得の金額は 「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従 って計
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算 されるものとするという条文である。

さて,こ の一般公正妥当と認められ る会計処理の基準(以 下 「公正処理基

準」)に ついては,具 体的な企業会計原則のみを指す ものではな く一般には,

この基準は,客 観的な規範性をもつ公正妥当と認められる会計処理の基準 とい

ったものであるというのが通説である。 しか しながら,現 行会計上,規 範 とし

ての会計原則が法人税法に影響を及ぼ していることは,否 定することができな

い。このことから公正処理基準と企業会計原則 とは,ほ ぼ同心円上 にあると考

えても差 し支えないであろう。

具体的な課税所得計算構造は,企 業会計で行われている公正妥当な会計処理

基準 にしたがって算出された当期純利益に法人税法に規定 されている 「別段の

定め」 による税務調整を加えて最終的に課税所得 を計算する仕組みである。こ

の場合の当期純利益 は,株 主総会の承認等 を経て,確 定 した決算に基づいて算

定する。 これを,「確定決算基準」 と呼ぶ。この基準 は,特 に企業の内部的な

意思決定によってのみ発生する取引に関して,損 金 とするためには,会 計処理

上で損金経理を条件 とする。これがわが国の企業会計に前述 した ような歪みを

もたらして きた。すなわち,法 人税法に基づ く損金算入限度額がそのまま企業

会計の費用計上における実質的な会計処理基準 として位置づけられてきたため

である。

これに対 して米国では,課 税所得は,企 業利益 を算定する際に適用 される一

般 に公正妥当 と認め られる会計原則(GenerallyAcceptedAccountingPrinci・
3)

ples:GAAP)か ら時 々異 な った 目的や 規 則 に基 づ い て 計算 され るの で あ る。

す な わ ち,米 国 にお いて は,納 税 者が 用 い る会 計処 理 基準 に した が って課税 所
4)

得計算が行われる。たとえば,次 のような項 目があげられるが,い ずれもわが

国で求め られるいわゆる損金経理が要求 されない(す なわち財務諸表上の計算

に原則 として拘束 されない。)も のである。

イ.減 価償却の方法 ・
5)

ロ.後 入先出法以外 の棚卸資産の評価

ハ.割 賦基準の採用
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二.法 人 の資 本拠 出へ の処 理

ホ.全 額 貸倒 損 とな る場 合 の貸倒 損 失等

しか しなが ら,連 邦 法 人所 得 税 にお い て,初 め か らGAAPと の分 離 を予 定

した わ け で ば な く,一 般 規 定 で は,課 税 所 得 の計 算 をGAAP会 計 に基 づ くも

の と して い るの であ る。 ところが,個 別 の 具体 的 な処 理規 定 にお いて 上記 の よ

うに必然 的 に分離す る こ とにな って しま うの であ る。 この点 に関 して は,ほ と

ん どの 会 計 処 理 規定 が,GAAP会 計 と連邦 法 人所 得 税 とで は,異 な って い る

の で は ないか とい う印象 を与 えか ねな い。 しか しなが ら,基 本 的 に は,わ が 国
6)

と同様に多 くの部分が一致 しているのであ り,た だ形式が違 うに過 ぎないので

ある。

わが国 と米国との税法に対する根本的な考え方の違いは,米 国においては税

法はその権利を主張する手段 として有効に利用 していこうといった考え方が内

在 しているが,わ が国では反対に規定 されているものにしたがおうとする考え

方がある。そこでわが国の実務では,企 業会計 と税務会計の両者に同 じような

規定がある場合には,抽 象的な ものから具体的なものへと安易に移 ってい く傾

向がみられる。すなわち証明が困難なものを避け,実 体 よりも簡便性 を重視す

る形で会計処理が行なわれている。

皿.税 務会計の目的観 と企業観

企 業 会計 との差 異 の原 因 は,税 務 会 計 の 目的観 に基 づ くもの と して一 元 的 に

解 明す る こ とが理 想 で あ る。 しか しなが ら,企 業 観 を加 え る こ とに よ って,そ

の違 いが さ らに浮 き彫 りに され る ところか ら,税 務 会計 の 目的観 と企業 観 の二

つ か ら探 究 す る こ とにす る。 その理 由 は,個 別事例 に関 して は,企 業 観 の 問題

が複 雑 に絡 んで くるか らで あ る。

一般に企業会計は,適 正な期間損益計算 を指向 してお り,ま たその企業観は,

企業主体理論にみられるごとく企業をその出資者から独立 し,そ のような立場

か ら判断を行 う主体 と考えている。一方税務会計においては,'そ め 目的が課税

の公平であ り,税 法が企業の 「経理自由の原則」に一種の歯止めをかける姿に
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な って い る ところか ら,あ る意 味 で は,企 業 会 計 と は正 反 対 で あ る。 また そ の

企業観 に関 して,法 人 は,個 人 の集合 体 で あ る とい う法 人擬 制説 を とって い る

といわ れて い る。

7)

ただ,企 業に対 して税を課す場合 には,課 税の公平のみならず,企 業の担税

力,徴 税の簡便性 も考慮されなければならない。これらが導き出される根拠 は,

ア ダム ・ス ミスの租税原則に求められるが,公 平の原則以外は,税 務運営上の

問題であって,従 たるものである。 しか しなが ら,米 国においては,後 述す る

ように,多 少の課税の不合理 さには目をつぶ って担税力および課税所得の把握

が容易である等の理由から課税所得 を現金主義で算定する方法を容認 している。

さて,税 務会計の 目的は,上 述のように課税の公平が第一義であるが,・この

公平性については,や は り適用されるその時代 によって概念が変化す ることは

否定で きない。もちろん各納税主体がその能力に応 じて,そ の稼得 した所得 に

比例 して税金をもって貢献 しなければならないことはいうまで もない。そこで,

直接税における累進税率,あ るいは可処分所得 を最低限は確保 させ ることを目

的とした非課税限度額の拡大,あ るいは間接税 における同一物品の同一税率等,

その公平性の確保をめざして政府による施策が講 じられている。やはりそこに

は,政 府 自体の恣意性が介入せ ざるを得ないのが現実である。 しか しなが ら,

税務会計は,究 極的には,各 納税者の租税負担 を適正化することによって,納
8)

税主体たる個別経済 と全体的な国民経済 との利害を調整せんとするものである。

すなわちこの 「租税負担の適正化」 こそが,課 税の公平の概念ではないだろ う

か。

また,税 務会計の企業観の問題は,法 人擬制説 と法人実在説 との両者のかか

わり合いを明かにすることが重要な鍵である。一般に法人擬制説が資本主理論

と法人実在説が企業主体理論 と、軌道 を一にすると言われている。 この両説は,

法人税の自主 申告制度の もとで,誰 が誰のために所得計算を行い,誰 が納税主

体にな りうるのかを問題としている。

すなわち,法 人擬制説にあっては,法 人が株主の集合体であるとい う観念か

ら法人は,与 えられた事業を行 う擬制体であって,そ の株主のために所得計算
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をすればそれで足 りることになる。その後においてその法人所得 を株主に分配

し,最 終的には個人株主段階で課税 をすればよいことになる。 このような観点

から現実的,具 体的に導 きだされる課税規定は,た とえば,① 法人税率の単一一

性(法 人所得 は,単 に源泉徴収税を徴収する対象と見る。),② 他の法人か ら受

領 した受取配当金の益金算入,③ 留保金課税制度等があげ られる。結果的に昭
9)

和25年 のシャウプ税制が目指 した,法 人擬制説 も,現 在では,上 述 した受取配

当金の法人と個人の二重課税の問題 を解決する手段 としてあるいは法人税にお

ける 「資本の範囲」に関する解釈する手段 として便宜的に利用 されるに過 ぎな

くなって しまった。ただ し,こ の思考は,現 在 において経済的にも,株 主か ら

独立 しえない中小法人であってなおかつ同族法人にのみ妥当するのではないか。

その理由は,そ の法人の人格が法律的に別個に独立 しているというよりも,経

済的に同一であるからである。

法人実在説は,法 人は株主 とは別個の存在であ り,そ の法人は,課 税上,独

自の課税主体 となりうるといった考え方である。特に上場企業に限っては,安

定株主工作 による株式相互持 ち合いが進み,個 人株主は,単 に配当を得 る,あ

るいはキャピタルゲインを獲得するための投資対象としか企業を見ていない。

個人株主は,こ のような地位 に甘んじている,あ るいはそれに満足せ ざるを得

ない状態である。以上の観点か らすると,法 人実在説の立場にたてば,誰 が真

の課税客体であって,誰 に課税 したらよいのかが理解され,法 人という課税主

体の独 自性が生まれ,こ の説を国家が支持 してきた理由が明らかになる。

また,法 人自体を株主個人とは別個の存在 と考えるところから,上 述のよう

な受取配当金の二重課税の問題が生 じないばか りか,税 率 について も累進税の

導入 も考えられ,税 務会計の簡素化が現在よりも進むことにもなろう。

W.差 異 の分 類

なぜ企業利益 と課税所得 との間において,差 異 を生 じるのか。これは,前 述

したような目的観や企業観の他にもう一つの重要な点である課税所得の算定 に

関する担税力の考慮 といった問題 をも挙げなければならない。本節においては,
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そ の差 異 を二 点 にわ け て検 討 す る。

(1)現 金主 義 に基 づ く課 税 思考

わが 国の課 税 の変 革 の歴 史 は,'1873年(明 治6年)7月 の地租 改 正条 例 の公

布 に始 まった。 す なわ ち,税 の納 入方 法が物 納 か ら金納 へ と切 りか え られ たの

で あ る。 そ の後1887年(明 治20年)に 所 得税 が創 設 され,さ らに1899年(明 治

32年)に 第 一種所 得税(法 人 税)が 創 設 され た。 当時,不 完 全 で はあ るが,法

人 の所 得 に関 して,今 日の よ うな課税所 得計 算 方式 で あ る総 益 金 か ら総 損 金 を

控 除す る方 法が すで に と られ ていた こ とは興味深 い。

一方
,企 業利益 の算定 に関 して は,法 人組 織 制度 の発 展 に よ り,静 態 論 か ら

動態論への変化にみられるように財産計算から損益計算に重点が移った。

しかしながら,課 税所得の算定に関 しては,企 業形態が小規模,あ るいは成

熟以前では,現 金主義によって課税所得の計算が行われていた。これは会計そ

の ものの発展形態 と結び付けて考えられるが,む しろこの現金主義は,課 税当

局が税自体の徴収を容易に行 えることに起因するものであろう。現行のわが国

の所得税法において も,そ の現金主義の計算の名残 りが存在 している。すなわ
10)

ち,青 色申告者で不動産所得又は事業所得 を生ずべ き業務を行 う小規模事業者

に該当する人は,そ の選択により不動産所得の金額又は事業所得の金額(山 林

の伐採又は譲渡によるものを除 く。)の 計算上,そ の現実に収入 した金額 を総

収入金額 とし,そ の年に収入を得るために直接支出 した費用の額及びその年に

それらの所得を生ずべ き業務について支出した費用の額 を必要経費 としてその
11)

業 務 か ら生 ず る所得 の金額 を計算す る こ とが で きる とい う もので あ る。

一方
,米 国 の連邦 税(内 国歳 入法 弟446条(c))に お いて会 計 方法 の選択 肢 に

12)

ついて規定 してお り,当 該法典は次の許容 される四つの会計方法を定めている。

(1)現 金主義

(2)発 生主義

(3)本 法典によって許容 されるその他の方法(例:工 事完成基準,棚 卸資産

を評価するための後入先出法の使用等)

(4>財 務諸表規則によって許容される上記の三つの方法の組合せによる方法
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したが って,税 務 上 で は,現 金 主義 が,許 容 され て い る会計 方 法 の一 つ であ

る こ とが わか る。 これ は,米 国 におい て20世 紀初 頭 まで支 配 的 で あ った正味 財
13)

産増加説による貸借対照表的計算思考の名残 りと考えさせ られるものである。

すなわち,'佐橋教授 は,「 アメリカ税務会計における所得概念は,受 取の局面
14)

か らみ た 「現 金 の流 れ」 をそ の基底 に置 くもの で あ る とい え る。」 と述 べ て お

り,言 い換 えれ ば,国 の歳 入面 に重 きをおい た もの で あ る。 しか しなが ら,現
15)

金主義 会計 は,1986年 後 は,C株 式 会社,一 つ以 上 の株 式 会社 との共 同事 業 を

営 む共 同経 営体 とタ ックス シ ェル 外 一事 業体 につ い て は,採 用 す る こ とがで き

な い こ と とな った。 したが って,現 時 点 で は,こ の現 金 主義 会 計 を採 用 で きる
16)

のは,総 受取高が5百 万 ドル以下の事業体に限られている。'

(2)企 業会計 と税務会計 との差異

当該差異に関 して次に掲げるように企業会計の取扱いと税務会計の取扱いが

はじめから異なるものが存在する。

第一には,企 業会計 と税務会計では 「資本」の範囲が異なる。

すなわち,税 務会計では,資 本 を株主が拠出したものだけと考えている。 し

たが づて,資 本の範囲を企業の所有関係 を法律形式的に重視 し,上 述のように

資本の拠出者 を株主に限定 しているところから,資 本的支出にあてられた国庫
17)

補助金及び工事負担金,貨 幣価値の変動 に基づ き生 じた保険差益,資 本補てん

を目的 とする贈与剰余金又は債務免除益,自 己株式の売却益,会 社更生及び整

理等による固定資産評価等に関 しても法人税法上は,損 益取引 としている。
18)

一方
,企 業会計では,資 本取引 を次のように考えている。すなわち,株 主に

よる広義の払込取引,維 持拘束性 を条件 とする贈与取弓Lお よび貨幣価値変動

にもとつ く修正取引を資本取引 と考えている。

この資本の範囲を広狭に考えるとい うことは,本 質的には,基 盤となる企業

観 と会計 目的に依存 しているといえる。 したが って,企 業会計においては,企

業それ自体を株主のみならず利害関係者一般 と区別 した実体 として,そ の本質
19)

は,所 有 関係で は な く社 会 的給付 関係 を重視 す る こ とに な る。 した が って,国
20)

庫補助金,工 事負担金等の考え方が税務会計 と異なるのである。
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第二に企業会計の収益の範囲 と法人税法における益金の範囲が異なる。

企業会計では,収 益 を構成するが,法 人税法においては益金不算入となるも

のがある。これが,受 取配当金である。受取配当金については既述 したように

現行の法人税法では,法 人と個人 との間の二重課税 を調整する措置がとられて

いるが,企 業会計では,当 然に収益 として認識する。

第三に企業会計の費用の認識 と法人税法における損金の認識が異なる。

寄付金は,企 業会計 においては,発 生主義をとっているが,法 人税法では現

金主義 をとっている。ただし,法 人税法においては,そ の法人が寄付金の処理

をしていない場合,た とえば資金の低額譲渡の場合の時価 と譲渡価額との差額

あるいは親会社が子会社等を整理する場合の貸付金等に生 じた損失,さ らには

無利息貸付等については,原 則 として寄付金 とする。

第四に企業会計の費用の範囲と法人税法における損金の範囲が異なる。

役員賞与に関する取扱いに関 して,わ が国の会計慣行 としては,役 員の賞与

に関 しては成功報酬 とじて利益処分 される点である。そこで法人税法において

も,当 該役員賞与を損金経理 をした場合には,'そ の賞与の額 は,損 金不算入 と

される。 しか しながら,役 員賞与が利益処分であるという根拠は希薄である。

とい うのは,戦 後の賞与は給料の補完支給分の実態 をもつ ものであると等 しく

認め られてお り,役 員 とはいえ役務提供の報酬として賞与が考えられるところ

から,当 然その認識にあたっては収益貢献性があるものであ り,費 用 と考えら
21)

れる。また,米 国における会計慣行においても,役 員賞与を利益処分の対象と

するものではなく,費 用 として認識 しているのである。この 日米の認識の差異

は,海 外進出企業の経営成績の開示といった場合に溝 を広げることにな りは し

ないかと危惧するものである。

第五に期間損益の計算の例外規定が法人税法に存在する。

青色申告書を提出 した事業年度の欠損金の繰越である。法人税法は課税年度

独立の原則を貫 く必要があるが,た とえば2年 通算 してみると同 じ所得である

が,2年 にわた り黒字が続いた企業 と1年 は赤字,2年 目は黒字であるといっ

た企業がある場合には,税 金の負担については,後 者の負担が重い。これを考
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慮 して この税 収 の平 準 化 の規定 が 設 け られ た もの と思 われ る。

以 上,特 に差 異 が顕 著 な五 点 の 問題 につ い て簡 述 した。

V.差 異の調整方法

わが国では,確 定決算の弊害が近年において顕著になっている。特に冒頭で

も述べたように,企 業が税金面での対策から,企 業経営の実態 よりも,流 出す

ることになる税金を中心 とした調整に重点を置いて きたことにある。そこでは,

法人税法,租 税特別措置法,法 人税基本通達の恩典を十分加味 した会計処理が,

行われてきたのである。
22)

さて,調 整方法に関 しては,次 の点が問題 となるであろうd企 業会計 と法人

税法 との基盤が初めか ら異なるものについては,調 整の余地はない。・たとえば,

政策面か ら設 けられている租税特別措置法(以 下 「描法」 とする。)が それで

ある。すなわち,企 業の会計処理にあたって費用性がないのにもかかわらず,

描法では,当 然に損金経理をすることがあ りうる(た とえば 「利益留保性の各
　　

種準備金」)。そこでは,企 業会計と税法とのギ ャップが生 じる。 したがって,

税法においては,他 の経理方法を採用 した場合,す なわち,利 益処分の方法に

より積立金 として積み立てる経理をした場合であっても,納 税申告書上で,損

金の額に算入 して当期利益から減算 し課税所得 を減 らす申告調整を認めるので

ある。

次に企業会計が税法に歩み寄る必要があるのではないか と考えるものがある。

井上久彌教授 によると特に企業会計原則が税法でいうr公 正処理基準」 とし
　

て機能するためには,次 の二つの面から評価 をすることになるとしている。す

なわち,第 一には,企 業会計原則には具体性 の欠如があ り,第 二には,環 境変

化への対応性の欠如がある。

第一の問題に関しては,企 業会計の階層の問題を別にす ると税法の公正処理

基準 となるためには,具 体的な内容をもつ基準のレベルまで降 りてこなければ

ならないとしている。たとえば,繰 延資産に関 して,企 業会計原則では,商 法

に平爪を合わせ8項 目を限定列挙 している。ただ し,連 続意見書第五 「繰延資
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産 につ いて」 で は,こ れ らの8項 目以外 の繰 延資産 につ いて も,例 示 的 に挙 げ

て い る。 た とえ ば,家 屋 等の賃 借 にか か わ る権利金 お よび立退 料 プ公 共 的施 設

等 の施 設 の ための支 出,製 品の宣伝 の た め に用 い られ る固定資 産 の贈 与 にか か

わ る支 出等,あ るい は固定資 産 の取 得 に 当 たって支 出 した移転 等 の た めの補償

金等 も一定 の条件 に よって繰 延経理 され る と してい る。 本来 であ れ ば,企 業 会

計 原 則 で は,適 正 な期 間損益 計算 の立場 か ら,商 法 とは平 灰 を合 わせ る必 要 は

ない とい え る。 しか し,制 度上 で は,商 法 が強行 法規 と して の性 質 を もつ とこ
25)

うから,こ れらの支出については繰延資産として計上することはで きないとさ

れている。反対に,税 法上の繰延資産は,法 人が支出する費用の うち支出の効

果がその支出の 日以後1年 以上に及ぶものとして企業会計原則の枠内を超え,

法人税法が将来の収益に課すべ き費用として繰延経理が妥当であると考え,公

共的施設等の負担金に掲げる費用等を繰延資産 として規定 している(法 人税法

施行令第14条 第1項 第9号)。

第二の問題 に関 しては,税 法それ自体が先進諸国に比較 して極端 に進んでい

るのではな く,企 業会計原則 と比較すると少 しばか り先行 していると入った程

度である。それは,税 法の構造自体によるところが大きい。すなわち,本 法,
26}

施行令,施 行規則,通 達 とおおまかにその階層が分かれてお り,あ る程度柔軟

に会計の変化 に対応できるようになっているからである。具体的には,リ ース
27)28)

の取扱い,ソ フ トウェアの開発費の取扱い等に関して法人税法が企業会計原則

に先行 した例である。これらは,課 税上弊害があるのではないかという当局の

判断から出されたものではあるが,企 業の判断基準 として興味深いものである。

上記とは反対に,税 法がむしろ企業会計側に歩み寄る必要があるのではない

かと考えるものがある。それは,法 人税法の引当金の6項 目のみの限定列挙で

ある。これ らの引当金に限定 した理由は,昭 和46年8月 の税制調査会による

「長期税制のあ り方についての答申」に述べられている。すなわち,次 の四つ

の理由が選択 した基準である。

①利益の有無にかかわらず計上するという会計慣行が確立 していること

②繰入率について客観的な経験値があること ・
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③当期の収益に対応 し,か つ,翌 朝以降の支出が確実であること

④引当額が相対 的に大 きく企業経営に相当程度影響すること

以上から言えることは,費 用計上に恣意性 を排除 しようとすることに第一主

義的な理由があるように思える。その代替 として,税 法上の引当金とは認めら

れない ものあるいは租税政策的に認め られたものを,上 述のような措法上の準

備金 として幅広 く認め ようとしている。準備金は,政 府の政策から設定 された

ものであ り,ま た時限的なもので もあって,会 計慣行 とは言いがたい ものであ

る。企業会計の引当金概念の さらなる成熟が待たれるところである。

さらに寄付金の概念についてであるが,企 業会計では,寄 付金を含めて販売

費お よび一般管理費 として示 される費用の大部分は,支 払対価が役務の費消量

に依存する性質の通常の役務費消に もとつ くもので,製 品の製造に要 した費消
29)

役務以外 は,一 般 にその期間の費用 として計上されることになる。 したが って,

売上 との個別対応関係ではな く,期 間対応関係が重視 されることになる。、そこ

では,売 上に貢献するといった概念では,一 般管理費をとらえてはいない。 し

たが って,企 業会計では,簿 記論のような個別勘定科 目の検討 といったことは

あまり考えられてはいない ように思われる。このような観点からは,税 法上で

の,寄 付金の概念は,と らえることはで きない。

この寄付金の概念は,交 際費等 との関連から考 えると理解 しやすい。交際費

等については税法上では,企 業会計 と同様 に,営 利追及の手段 として企業の売

上に直接 ・間接に結 び付 くものすなわち期 間収益のみならず将来の収益獲得活

動に結び付 くことを期待 されるもの と考えている。 しか しなが ら,冗 費の節約

あるいは社会的に不公正な支出 として一定規模の法人を除き損金不算入 と措法

弟62条 は規定 している。寄付金の場合は,交 際費 とは違い,事 業に直接関係の

ない者 に対す る金銭,物 品等の贈与であって,個 々の事実関係によって税法上

で判断することになっている。.このような寄付金 を単に期間対応関係によって

あるいは純資産の減少をきたす といった理由か ら費用計上す ることがはたして

認めることができるであろうか。法人税法では,こ の意味から,企 業がその寄

付金の支出にあたって,利 益又は剰余金の処分による経理 をした場合には,そ
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の経 理 した法 人 の意思 に したが い損 金 の額 に算 入 しな い と して い る。 す なわ ち,

寄付 金が 費用 の性 質が あ るか,あ るい は利益 処分 の性 質 があ るか は企 業 の判 断

に委 ね てい る。

本節 で は,企 業 会計 と税 法上 で の接 点 を探 りつつ,そ こで 生起 す る問題 点 を

指摘 した。 これ らの問題 は,早 急 に解 決 をはか るべ きで あ るが,本 来 両者 は,

一一致 しないのが 当然 であ る。 そ の理 由 に関 して,長 谷川 忠 一教 授 は,「 税 法 は,

税法 な りの 目的 と体系 の もとで課 税 所得 の概 念 を構 成 し,企 業会 計 原則 が,一

般 に公 正妥 当で あ って も,課 税 目的 に適 法 性 を もた な けれ ば無 意 味 とな る。」

と述 べ,さ らに 「税務 会 計 にお け る損 益 の認 識 は,い わゆ る,リ ー ガル テ ス ト

に依 るか ら,い くら一般 に,公 正妥 当 と認 め られ た会計 原則 で も,実 定 法規 に

抵 触 す る とこ ろ は,健 全 な会 計 慣 習 や会 計 実 践 もそ の 地位 を譲 ら ざ る を得 な
30)

い。」 と述べ て い る。す な わ ち,税 法 の 理念 か ら生 じる差 異 に 関 して は,調 整

の余地 はない こ とをあ らため て喚起 させ るの であ る。

W.お わ りに

以上,企 業利益 と課税所得 との差異について簡述 してきた。両者の差異 を明

らかにすることでわが国における財務会計 と税務会計の関わりあいが多少なり

とも理解されれば幸いである。

今後,企 業の国際化が進む中で,わ が国の企業会計 も国内の制度 とは関わり

なく米国のような税務会計から独立 した立場で,企 業の経営成績 を開示 しなけ

ればならないであろう。 しか しながら,戦 後一貫 として行われて きた確定決算

基準による税務所得計算構造を変更 し,決 算と税務申告を分離することは,大

変難 しい問題をはらんでいる。バブル経済の崩壊によって,企 業がその規模 を

ダウンサイジングし,ま た一方ではそれに伴 って企業利益の確保が困難を極め

ることから,国 の適正規模である歳入を確保することも難 しい状況にある。そ

こで,決 算 と税務 とを切 り放 した会計処理を企業が取 り入れることを国が認め

た場合,企 業が経営実態 を財務諸表に反映 させるのではなく,企 業防衛のため

だけに財務諸表上の利益の極大化に走 り,反 対にこのような税務会計 との独立
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によって国が歳入面に関 して,そ の規模の縮小 を迫 られるといった新たな問題

を生 じさせて しまうのではないかと危倶する。企業利益 の適正な開示 とい う理

念 と国による所得 に対す る適正な課税 とい う一見矛盾 した問題 に何 らかの一致

点 を見いだすことが,今 後の課題ではないだろ うか。
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